
第１章　総　則
(設　置)

第１条　ボーイスカウト日本連盟教育規程(以下「教育規程」という。)４－１に基づき、日本ボ－イス
　　カウト岐阜県連盟(以下「県連盟」という。)を組織する。　

(設置の目的)
第２条　県連盟は、ボ－イスカウト日本連盟(以下「日本連盟」という。)の目的と方針及び教育規程

　　に基づき県連盟地域内における、ボ－イスカウト運動(以下「本運動」という。)を推進し、地
　　区相互間及び同様の目的を有する他の団体との友好関係を図ることを目的とする。

(名称及び事務所)
第３条　名称及び事務所は、次のとおりとする。

名　称 　 日本ボ－イスカウト岐阜県連盟と称する

事務所    岐阜県岐阜市薮田南５－１４－５３　岐阜県県民ふれあい会館内におく

(事　業)
第４条　県連盟は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　　　　(1) 本運動の普及及び広報

　(2) 本運動の教育計画の策定及び運営
　(3) 指導者の養成とその資質向上
  (4) 国際相互理解の推進及び国際協力
  (5) 地球環境の保全・保護及びその教育
  (6) ボーイスカウト教育の特徴を活かした自然体験活動等の推進
  (7) 図書、雑誌等の刊行並びに電子媒体による情報の発信及び受信
  (8) 集会及び講演会の開催
　(9) その他目的達成のための必要な事業

（事業年度）
第５条　県連盟の事業年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。

第２章　加盟登録
（登　録）

第６条　加盟登録は、県連盟の審査を経て日本連盟に申請し、日本連盟の承認をもって効力を
　を生ずる。

第３章　組　織
(会　議)

第７条　県連盟に次の会議を設ける。
　(1) 総　会
　(2) 常任会議
　(3) 理事会
　(４) 県連盟内コミッショナ－会議（研修会）
　(５) 名誉会議
　(6) 各種委員会
２　前項に規定するもののほか、必要に応じて会議を設けることができる。

(総　会)
第８条　県連盟は、毎年度、すべての加盟団で構成される総会を開催する。また必要に応じて、

　　理事会、又は総会議員の３分の１以上の要求により臨時総会を開催することができる。
２　総会は、連盟長(連盟長欠員の場合は、連盟長代理者)が招集する。
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３　総会の招集通知及び議案は、開催１週間以前に総会議員が受領できるよう送付しなけれ
　　　ばならない。
４　総会は、次の各号に掲げる議員をもって構成する。
　　　(1) 日本連盟に加盟登録している者(以下「加盟員」という。)で、加盟団を代表するもの
　　　(2) 県連盟役員
５　議長は、連盟長から指名を受けた者、もしくは議員のうちから総会が選出した者がこれに
　　　あたる。
６　第4項第1号の任期は、次回の総会議員が選出された時をもって終了する。
７　総会の定数は、議員の過半数（委任状を含む。）とし、その議決は出席者の多数決によ
　　　る。可決同数のときは議長がこれを決する。ただし県連盟規約の制定及び改案は、出席
　　　議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
８　議員は、あらかじめ示された議案につき、その賛否を明らかにした委任状によって、他の出
　　　　席議員に議決を委任することが出来る。ただし、委任によって役員選出に関する決議に
　　　加わることは出来ない。
９　次に掲げる事項は、総会の承認を受けるものとする。ただし、4月1日から当該年度の総会
　　　までの事業、予算の執行については理事会において決定し総会に報告する。
　（1） 前年度の事業報告及び決算
　（2） 当年度の事業計画及び予算
　（3） 県連盟役員の選任
　（4） 加盟団分担金の金額及び徴収方法
　（5） 県連盟規約の制定及び改正
　（6） その他重要事項
１０　総会は提出議案につき、これを審議決定する。

（常任会議）
第９条　常任会議は、県連盟の運営及び事業の事前協議をするために、開催する。

２　常任会議は、理事長が主宰する。
３　常任会議の構成は、次のとおりとする。
  （1） 理事長
　（2） 副理事長
　（3） 県コミッショナ－
　（4） 事務局長
４　理事長がそのつど必要と認めた者は、出席ができる。
５　常任会議において、県連盟の運営及び事業の議決はできない。

（理事会）
第１０条　理事会は、県連盟設置の目的を達成するため重要事項を協議決定し、県連盟の運営及

び事業の執行にあたる。
２　理事会は理事長が主宰する。
３　理事会の構成は、次のとおりとする。
　（1） 理事長（議長）
　（2） 副理事長
　（3） 理事（地区代表理事及び学識経験者理事）
　（4） 県コミッショナ－
　（５） 事務局長
４　連盟長、副連盟長、県副コミッショナ－、及び監事は、必要に応じて理事会に出席し、

　発言することが出来る。ただし議決には、加わらない。
５　理事会は、理事長が召集する。
６　理事会の定足数は、過半数（委任状を含む。）とし、議決は出席者の多数決による。可否

　同数のときは、議長がこれを決する。ただし、総会に上程する県連盟規約の制定及び改
　廃に関する議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。



（県連盟内コミッショナ－会議〔研修会〕）
第１１条　県連盟内コミッショナ－会議は、県連盟内の本運動における教育面及び指導面での推

進を図るために開催する。

（各種委員会）
第１２条　理事会は、必要に応じて各種委員会を設置する。また、必要に応じて特別委員会を設

　置することができる。
２　各種委員会の任務、構成、運営に関する事項は、別に定める。
３　各種委員会の委員長は、常任会議の合意により学識経験者理事を、委員は地区代表及

　び理事長が指名した者をもって、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
４　委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。
５　委員の任期は１年とし、再任を妨げない。

（名誉会議）
第１３条　名誉会議は、理事会の委任により、表彰、感謝等の名誉及び名誉にもとる事項を審議決

　定するとともに、学識経験者理事及び監事の候補者の選考を行う。
２　名誉会議は県コミッショナ－が主宰する。
３　名誉会議の構成は、次のとおりとする。
　（1） 県コミッショナ－（議長）
　（2） 地区選出名誉会議議員
　（3） 連盟長指名名誉会議議員
　（4） 事務局長（幹事役として出席し議決の数に加わらない。）
　（5） 県副コミッショナ－は、必要に応じて名誉会議に出席して発言することができる。

　　　ただし、議決の数に加わらない。
４　名誉会議は、必要のつど、名誉会議議長が召集する。
５　名誉会議の定足数は、過半数とし、その議決は多数決による。
６　名誉会議の議決は、理事会に報告しなければならない。

第４章　役　員
（役　員）

第１４条　県連盟の役員は、次に揚げる者をもって構成する。
　（1） 連盟長 1名　
　（2） 副連盟長 若干名　
　（3） 理事長 1名
　（4） 副理事長 若干名　
　（5） 地区代表理事 地区数
　（6） 学識経験者理事 若干名　
　（7） 県コミッショナ－ 1名
　（8） 県副コミッショナ－ 若干名　
  （9） 地区選出名誉会議議員 地区数
（１０） 連盟長指名名誉会議議員 2名
（１１）  監　事 2名
（１２）　事務局長 1名

（連盟長）
第１５条　連盟長は、理事会の発議により総会において推戴する。

２　連盟長は、県連盟地域内における本運動を代表し統理する。
３　任期は2年とし、再任を妨げない。

（副連盟長）
第１６条　副連盟長は、必要に応じて、理事会の発議により総会において推戴する。

２　副連盟長は、連盟長を補佐し、その事故あるとき、または欠員のとき、これを代理する。
３　任期は2年とし、再任を妨げない。



（理事長）
第１７条　理事長は、理事の互選により就任する。

２　理事長は理事会の議長となり、県連盟を代表し総理する。
３　任期は2年とし、再任を妨げない。

（副理事長）　
第１８条　副理事長は、理事の互選により就任する。

２　副理事長は、理事長を補佐し、その事故あるとき、または欠員のとき、これを代理する。
３　任期は2年とし、再任を妨げない。

（地区代表理事）
第１９条　地区代表理事は、該当地区の地区総会で選出された地区委員長が理事会の確認を経

て就任する。
２　地区代表理事は、該当地区を代表して県連盟の運営に参画する。
３　任期は1年とし、再任を妨げない。

（学識経験者理事）
第２０条　学識経験者理事は、名誉会議において選考された候補者を、理事会の承認を経た後、

　総会の承認を経て連盟長が委嘱する。
２　任期は2年とし、再任を妨げない。

（県コミッショナ－及び県副コミッショナ－）
第２１条　県コミッショナ－の委嘱、推薦条件、任務などについては教育規程４-１９に準拠す

る。　 
２　県副コミッショナ－の委嘱、推薦条件、任務などについては教育規程４-２０に準拠す

る。

（名誉会議議員）
第２２条　名誉会議議員は、次の基準により連盟長が委嘱する。

　（1） 日本連盟功労章受章者もしくは、県連盟特別有功章受章者であること。
　（2） 各地区（1名）から推薦され、理事会の承認を得た者。
　（3） 連盟長の指名を受けた者
２　任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、他の役員を兼ねる事ができない。

（監　事）
第２３条　監事は、理事会において承認され、総会において選任する。

２　監事は、本連盟の資金及び経理を監査する。
３　任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、他の役員を兼ねる事が出来ない。

（名誉役員）
第２４条　県連盟は、理事会の承認及び総会の議を経て、名誉役員として顧問、相談役及び参与

を置く事ができる。
２　名誉役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

（先　達）
第２５条　県連盟は、教育指導面、運営面において、特に功績顕著であった者に対し、名誉会議

の発議により、理事会の承認及び総会の議を経て、先達の称号を贈ることができる。

（トレーニングチ－ム）
第２６条　県コミッショナ－の総括のもと、指導者を養成するための教育、研修に関する事項

を分担させるため、県連盟トレ－ニングチ－ム（以下「トレ－ニングチ－ム」という。）を設置
する。業務等明細については、別に定める。



（技能章考査員・技能章指導員）
第２７条　技能章考査員及び技能章指導員については、教育規程４-２２、４－２３に準拠する。

　　
（スカウトクラブ）

第２８条　県連盟は、本運動の趣旨に賛同する者を対象として、県連盟内にスカウトクラブを組織
することができる。

（県連盟役員の任期）
第２９条　県連盟役員の任期を２年しと、再任を妨げない。

　（1） 副連盟長
　（2） 理事長・副理事長
　（3） 学識経験者理事
　（4） 県コミッショナ－・県副コミッショナ－
　（5） 名誉会議議員
　（6） 監　事
　（7） 事務局長
２　県コミッショナ－、県副コミッショナ－を除き、任期の最終年度の総会終了時まで

　とする。
３　役員が退任するときは、後任者が就任するまでの間、なお、その職務を行う。
４　県コミッショナ－、県副コミッショナ－、ディレクタ－は、特別の事情のない限り

65歳となった時、その任期終了時をもって退任する。

第５章　事務局
（設　置）

第３０条　県連盟の業務の執行機関として事務局を設ける。
２　事務局の業務は、理事会の議定の下に執行される。
３　事務局に事務局長を置く。
４　事務局長は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
５　事務局に、業務に従事する職員及び雇員を置く事ができる。
６　事務局職員及び雇員は、理事長が任免する。

（事務局長の任務）
第３１条　事務局長の任務は、次のとおりとする。

　（1） 日本連盟及び県連盟の方針ならびに諸規程を遵守し、県連盟の事務を執行する。
　（2） 理事会及び名誉会議並びに常任会議の幹事役となる。
　（3） 事務局の長として、事務局の運営、管理の責に任ずるとともに、事務局職員及び雇員

　　の監督指導をおこなう。　　　

（給与及び勤務条件）
第３２条　事務局長、職員及び雇員は理事会の議を経て、有給とすることができる。

２　事務局職員の勤務条件は、岐阜県教育委員会各種月額嘱託員設置要綱「嘱託員の勤務
　条件について」を参考にする。

第６章　経　理
（資金の管理）

第３３条　県連盟は、経理規程を定めなければならない。
　　ない。

２　県連盟の資金及び経理は、理事会の指示に従い維持され、かつ整理されなければならない。

（資金の充足）
第３４条　県連盟を維持するための分担金を各加盟団に課することができる。ただし、その金額

　及び徴収方法は、総会の議を経てこれを決定する。
２　県連盟は会計簿、資産台帳その他必要帳簿を備え付け、随時監査を受けるものとする。



（会計年度）
第３５条　県連盟の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第７章　地区組織
（設置と構成）

第３６条　県連盟は、地理的条件、地域の実状、加盟団の状況を勘案し、県連盟の運営を円滑に
するため、地区を設置する。

２　地区の名称及び区域は、理事会が定める。
３　地区は、当該地区内すべての加盟団で構成する。

（設置の目的）
第３７条　地区は、次に揚げる目的を達成するために設置する。

　（１） 県連盟の方針及びプログラム等を地区内で効果的に実施し、かつ地区の実状を県連
　　盟の施策に反映させること。

　（２） 各団相互及び地区内の同じ目的を有する他団体と調和的な協働を図ること。
　（３） 各団の独立と主導性を妨げることなく、地域内の本運動を普及すること。

（組　織）
第３８条　地区は、県連盟の目的を達成するため、加盟団で構成する次の会議を設ける。

　（１） 地区協議会
　（２） 地区委員会
　（３） 運営委員会
　（４） 名誉会議
　（５） コミッショナ－会議
２　前項に規定するもののほか、必要に応じて会議を設けることができる。
３　地区の組織、運営、役員等については、別に定める。

（地区協議会）
第３９条　地区は、地区内の加盟団で構成する地区協議会を開催する。

２　地区協議会は、地区協議会長の招集により、随時、必要に応じ開催され、地区協議会長
が議長となる。

３　地区は、県連盟年次総会の前に地区総会としての地区協議会を開催する。
４　地区協議会の構成は、次のとおりである。

 （１） 地区協議会長、地区協議会副会長
 （２） 地区委員長、地区副委員長
 （３） 地区コミッショナ－、地区副（団担当）コミッショナ－
 （４） 運営委員会及び特別委員会の委員長
 （５） 会計係
 （６） 事務長
 （７） 各団委員長
 （８） 各隊長
 （９） 学識経験者会員（地区委員会が推薦した者）
(10)  地区監事
(11)  地区選出名誉会議議員

（地区総会）
第４０条　地区は、県連盟年次総会の前に地区協議会として地区総会を開催し、次の事を行う。

 （１） 地区役員及び会計係を選出する。
 （2） 報告承認及び審議決定（県連盟年次総会に準ずる。）

２　地区総会の定足数は、過半数（委任状を含む）とし、その議決は、多数決による。可否
同数のときは、議長がこれを決する。



（地区委員会）
第４１条　地区は、地区の運営を行うために地区委員会を設ける。　

２　地区委員会は、各種運営委員会及び特別委員会を設けることができる。
３　地区委員会の構成、運営等に関する事項は、別に定める。

（運営委員会）
第４２条　地区は、県連盟の各種委員会に準じて運営委員会を設ける。

２　運営委員会の構成、運営に関する事項は、地区に任せる。

（名誉会議）
第４３条　地区は、規約第２２条に準じて、名誉会議を設ける。

（地区コミッショナ－会議）
第４４条　地区は、地区コミッショナ－、地区副コミッショナ－、団担当コミッショナ－で、地区内の

教育面及び指導面での推進を図るために開催する。

（地区役員）
第４５条　地区役員は、次に掲げる者をもって構成する。

 （１） 地区協議会長、地区協議会副会長
 （２） 地区委員長、地区副委員長
 （３） 地区コミッショナ－、地区副（団担当）コミッショナ－
 （４） 運営委員会及び特別委員会の委員長
 （５） 会計係
 （６） 事務長
 （7） 地区監事

（地区協議会長及び地区協議会副会長）
第４６条　地区協議会長は、地区総会において選出され、地区内の本運動を代表する。

２　地区協議会副協議会長は、必要に応じて前項と同じ手続きをもって置くことができる。
３　地区協議会副協議会長は、地区協議会長を補佐し、その事故あるとき、または欠員の時、

これを代理する。

（地区委員長及び地区副委員長）
第４７条　地区委員長は、地区総会において選出され、県連盟理事会の確認を得て、県連盟の

地区代表理事となる。
２　地区委員長は、地区委員会の議長となり、地区委員会を主宰するとともに、地区代表理事

として、地区の意向を県連盟理事会に反映せしめ、県連盟理事会の方針及び決定事項を
地区に報告するとともに、県連盟の運営に参画する責務を有する。

３　地区副委員長は、必要に応じて地区総会において、選出することができる。
４　地区副委員長は、地区委員長を補佐し、その事故あるとき、または欠員の時、これを代理

する。

（地区コミッショナ－及び地区副コミッショナ－）
第４８条　地区コミッショナ－及び地区副コミッショナ－の委嘱、任期、資格、任務等については、

教育規程５－８、５－９に準ずる。
２　地区コミッショナ－及び地区副コミッショナ－ともに欠員の場合は、県コミッショナ－は

県副コミッショナ－に代理させるか、あるいは県コミッショナ－自らその任務を代
行する。

（団担当コミッショナ－）
第４９条　団担当コミッショナ－の委嘱、推薦条件、任務などについては、教育規程４－２１に準ず

る。



２　団担当コミッショナ－の任期は、２年とし再任を妨げない。この場合における更新は
６月３０日とする。

（会計係）
第５０条　地区の会計係は、地区総会において選出する。

２　会計係は、地区の経理を担当し、資金を管理する。

（事務長）
第５１条　地区の事務長は、地区委員会において選出する。

２　事務長は、地区内における事務処理を担当し、県連盟事務局よりの連絡を速やかに地区
内の加盟団へ周知徹底する。

３　事務長は、地区協議会・地区委員会・地区名誉会議の幹事役となる。

（地区代表運営委員長）
第５２条　地区は、県連盟の各種委員会にそれぞれ１名ずつの代表を送る。この代表委員は、

地区総会において加盟員の内から選出する。
２　地区代表委員は、地区の運営委員会の委員長となり、その委員会を主宰する。

（地区役員等の任期）
第５３条　地区総会選出の役員の任期は、次回の地区総会終了の時までとする。ただし、地区

委員長及び県連盟各種委員会の地区代表運営委員長は、次回の県連盟総会までとし、
すべての再任を妨げない。

（地区の経理）
第５４条　地区運営の資金の充足、管理及び経理は、県連盟に準ずる。

（その他の事項）
第５５条　名誉役員の設置、特別委員長の選任、運営委員の選任等、本規約に規程していない

事項については、地区で定める。

（地区規約の制定及び改正）
第５６条　地区規約の制定または改正は、理事会の承認を得なければならない。

第８章　表　彰
（表　彰）

第５７条　県連盟の表彰は教育規程・名誉会議規程（感謝・表彰規程）６-２に従い、別に定める
県連盟表彰内規に従って行う。

第９章　規約の届出・改正
（規約の届出）

第５８条　県連盟規約の制定及び改廃は、これを日本連盟に届け出るものとする。

（規約の改正）
第５９条　県連盟規約の改廃において、各条の本旨及び内容の変更を伴わない文体ならびに字句

の修正は、理事会の議決をもってこれを改正することができる。

第１０章　細　則
（施行細則）

第６０条　この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は施行細則として別に
定める。

2　施行細則の改正については、理事会の議決をもって改正することができる。



　　　平成　３年　４月　１日　一部修正
　　　平成１１年　４月　１日　一部修正
　　　平成１３年　５月２８日　一部修正
　　　平成１３年　９月　１日　一部修正
　　　平成１６年　５月３０日　一部改訂
　　　平成１７年　４月１６日　一部修正
　　　平成１９年　６月　３日　一部修正
　　　平成２１年　４月　１日　一部改訂
　　　平成２３年　６月　５日　一部改訂
　　　平成２３年１２月１１日　一部改訂
　　　平成２７年　６月　７日　一部改訂
　　　令和元年　６月　２日　一部改正
　　　令和　４年　４月１６日　一部改正

本規約は昭和39年6月14日制定
附　則


